
川内港カーボンニュートラルポート(ＣＮＰ)協議会規約

（名称）

第１条 本協議会は，川内港カーボンニュートラルポート（以下，ＣＮＰ）

協議会（以下，協議会）と称する。

（目的）

第２条 協議会は，川内港ＣＮＰ形成計画の策定に関し，具体的な取り組み

などを検討，協議するとともに，ＣＮＰ形成に向けた取組みを関係団体等で

連携し推進することを目的とする。

（組織）

第３条 協議会は，別表に掲げる構成員等をもって構成する。

２ 構成員の追加等は，事務局が決定する。

（協議会）

第４条 協議会は，事務局が必要に応じて招集する。

２ 協議会は，事務局が議事の進行を行う。

３ 事務局が必要と認めたときは，協議会に構成員等以外の者の出席を求め

ることができる。

（情報公開）

第５条 協議会は，構成員の自由な意見交換を担保する観点等から，原則と

して非公開とする。

２ 議事次第は，協議会終了後に公開する。

３ 議事次第以外の配布資料の公開又は非公開の判断は，資料作成者と事務

局が協議のうえ，事務局が行う。

４ 議事は，会議終了後に発言者が特定されない形で，概要のみ公開する。

（秘密保持）

第６条 構成員等及び第４条第３項の規定に基づき出席する者は，協議会に

おいて知り得た情報（前条の規定により公開された議事次第，配布資料及び

議事概要を除く。）を外部に漏らしてはならない。

（事務局）

第７条 協議会の事務局は，鹿児島県土木部港湾空港課に置く。

（その他）

第８条 この規約に定めるもののほか，協議会の運営に関し，必要な事項は，

事務局が協議会に諮って定める。

附 則 この規約は，令和４年８月３日から施行する。



（別表）川内港ＣＮＰ協議会構成員等

区分 所属

ＥＮＥＯＳグローブ株式会社

鹿児島港運協会
鹿児島海陸運送(株)

鹿児島県砕石協同組合連合会

鹿児島県砂利協同組合連合会

（公社）鹿児島県貿易協会

九州電力(株)鹿児島支店

甑島商船(株)

川内商工会議所

中越パルプ工業(株)川内工場

中越物産(株)

日本通運(株)川内支店

国
国土交通省 九州地方整備局
鹿児島港湾・空港整備事務所

鹿児島県環境林務部環境林務課
地球温暖化対策室

鹿児島県商工労働水産部産業立地課

鹿児島県商工労働水産部
エネルギー対策課

薩摩川内市未来政策部企画政策課

薩摩川内市市民安全部環境課

薩摩川内市経済シティセールス部
産業戦略課

薩摩川内市建設部建設政策課

事務局 鹿児島県土木部港湾空港課

県

市

企業・団体


